
各会場での予約受付 スマホ等による予約受付

午前８時３０分～１１時、午後１時～４時

 　※各会場の受付で、ご希望の相談時間帯に予約していただき

　　 ます。相談時間状況によって、受付時間を早めに締め切る

　 　場合があります。（※予約は当日分のみ）

午前９時 （ただし、税務署の出張相談は午前１０時開始です。会場での予約の受付時間は上記と同様です。）

　　　　　　　　＜市の申告会場での申告＞申告期間:2/16～3/16

《 予約の受付時間 》

《 申告相談開始時間 》

下表日程中、●★印がついた会場のみで申告相談を行っています。
★印は、税務署の出張相談も同会場で行われますので、積極的にご利用ください。

　※注意事項※
　　１　いずれの会場でも申告できます。
　　２　例年、期間の後半は混み合いますので早めに申告をお願いします。
　　３　市県民税の申告（住民税申告）は市のみでの受付となります。
　　４　住宅借入金等特別控除（１年目）や株の申告がある人は、市職員では対応できない場合があります。島原税務署の
　　　　出張相談時（下表の★印）に来場されるか、税務署の申告会場をご利用ください。

申告に持ってくるもの

主な収入の種類 必要な書類

□事業（農業・漁業・営業）収入
□不動産収入

□収支内訳書　…収入金額や必要経費の明細を記入したもの

□給与収入 □給与所得の源泉徴収票

□年金収入

□公的年金等の源泉徴収票

□年金支払証明書など（個人保険年金等の収入があった方）
　…保険会社から送付された年金額、必要経費などが記載されている証明書

□満期保険金などの収入 □生命保険金契約等の一時金の支払調書など
□その他の収入 □収入が分かる書類

主な控除の種類 必要な書類
□社会保険料控除

□小規模共済控除

□国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、農業者年金保険料、国民年
金基金の掛金が分かる領収書、口座振替納付済通知書または控除証明書
□小規模企業共済等掛金払込証明書など

□寄附金控除 □税務申告用の寄附金受領証明書または領収書
□その他の控除 □控除を証明できる書類

□生命保険・地震保険料控除 □保険会社から送付される控除証明書
□障害者控除 □身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳など

□医療費控除
□医療費控除に関する明細書（医療保険者が発行する医療費通知（医療費の
お知らせなど）を添付すると、一部記入を省略することができます。）

□確定申告の案内ハガキなど（※税務署から案内が届いた人のみ）
□申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カードおよび申告者の本人確認証（運転免許証など）
□申告者本人名義の口座情報が分かるもの（預金通帳など）
□（税務署の出張相談を利用の方）スマートフォン、マイナンバーカードのパスワード２種類
□令和７年分（令和７年１月１日～１２月３１日）の収入と支出が分かる書類

□控除を確認できる書類

必ず事前にご自身で
作成してください。

雲仙市ホームページ

必ず事前にご自身で
作成してください。
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予約フォーム

予約受付開始
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２月
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3/1

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

３月 　広報うんぜん１月号に掲載した日程に、3/8（日）の申告相談を追加しましたのでご注意ください。
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

会　場

国見農村環境改善センター　１階 ● ●★

雲 仙 や ま び こ 会 館

● ●★

瑞 穂 総 合 支 所 １ 階 ● ● ● ● ●

吾 妻 本 庁 舎 別 館 ３ 階 ● ● ●★ ● ●

愛 野 総 合 支 所 １ 階 ● ● ●

千 々 石 総 合 支 所 ３ 階 ● ● ● ●

小 浜 総 合 支 所 ２ 階 ● ●

●

●

南 串 山 総 合 支 所 １ 階 ●

会　場

●

国見農村環境改善センター　１階 ● ● ● ● ●

瑞 穂 総 合 支 所 １ 階 ● ●●

吾 妻 本 庁 舎 別 館 ３ 階 ● ●★ ● ●

●

●

愛 野 総 合 支 所 １ 階 ● ●● ●

千 々 石 総 合 支 所 ３ 階 ● ● ●

小 浜 総 合 支 所 ２ 階 ●★ ● ●★ ●● ●

●南 串 山 総 合 支 所 １ 階 ● ● ●

例年、左記のとおり会場にて先着順での予約受付を
行っていますが、今年からそれに加えて試験的にスマー
トフォン等を用いた事前の予約受付を行います。（税務
署の出張相談を除く）

事前予約受付できる人数は上限がありますので、ご了

承ください。ご希望の会場・日時の事前予約ができない

場合は、ほかの空いている会場・日時を事前予約される

か、例年どおり各会場での予約受付をお願いします。


